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堺市では、大阪府内で３２年ぶりとなる美原町との

合併（平成１７年２月）を経て、平成１８年４月に長年

の念願であった政令指定都市に移行することができ

ました。本市１１７年の歴史の中でも大変大きな意味を

持つ転機であり、堺の歴史の新たなスタートとして

さらなる飛躍・発展の絶好のチャンスとしなければ

なりません。

ご承知のようにわが国では今、景気は緩やかなが

ら確かな回復基調を示してはいるものの、行政を取

り巻く財政状況はまだまだ大変厳しいものがありま

す。さらに、本格的な少子高齢化に加え、現実とな

った人口減少社会の到来など、社会の基盤そのもの

を揺るがしかねない事象が顕在化しています。

このような中、本市では、これらの課題を克服し、

今後とも持続的な発展を遂げていくため、「政令指定

都市・堺」の市政運営指針となる「自由都市・堺ル

ネサンス計画」、それを実現するための「新行財政改

革計画」、そして財政運営や税源涵養の基本的な考え

を示す「財政運営戦略ビジョン」を策定し、活力あ

る「オンリーワン」のまちづくりに取り組んでいる

ところです。

本市における市民一人当たりの市税収入額は他の

政令指定都市の平均と比べて約４万円低く、本市に

おける担税力はまだまだ弱い状況にあります。その

ためにも税源の涵養につながる施策をどのように有

効に打ち出すことができるかが重要であり、あわせ

て一層の市税収入の確保がますます大きな課題とな

っています。

他都市と同様本市においても、バブル経済の崩壊

による長期にわたる景気の低迷により、市税徴収率

は平成３年度の９６.５％をピークに低下の一途をたど

り、市税収入が大幅に減少し、滞納累積額が増加し

続けました。

加えて本市には独自の市税徴収環境悪化の要因も

ありました。その一つとして、平成４年から順次実

施した支所行政があります。政令指定都市移行時の

区役所を見据え市域を６分割し、税務組織も分割し

た結果、組織細分化による徴収力の低下を招くこと

になりました。

また、合併・政令指定都市移行時には税務電算シ

ステムの大幅な改修を行いましたが、新たなシステ

ムを導入できなかったことによる徴収対策の出遅れ

も影響しています。具体的にはコンビニ収納の未実

施や滞納支援・進行管理システムの老朽化等の課題

があります。

このようなことから徴収率は平成１４年度に９２.０％

まで低下し、滞納繰越額は平成１１年度末で約９４.６億

円にまで膨れ上がり、公平性の確保及び市税収入の

確保のためにも早急な対策を講じる必要にせまられ

ました。
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そこで、平成１０年に「市税等徴収対策会議」を設

置し、市税を中心にあらゆる未収金の徴収策を全庁

的に議論し、平成１４年から全庁の管理職による臨戸

訪問徴収を実施するなどの徴収対策を講じてきまし

た。また平成１５年度には「市税特別滞納対策室」を

設置し、高額・難件の滞納整理に集中的に取り組ん

できました。

これらが実を結び、平成１５年度は、滞納繰越分の

徴収額が７年ぶりに２０億円を超え、徴収率も１２年ぶ

りに上昇に転じ、９２.２％となりました。そして平成

１６年度は編入合併により旧美原町の滞納分を引き継

いだことで滞納額が増加したにもかかわらず、９２.

５％まで引き上げることができました。

しかし、まだまだ他の政令指定都市の徴収率と比

較しても低い状況であり、平成１８年４月の政令指定

都市の移行を控えていた本市にとって、安定した財

政基盤の確立を図るためにはさらなる市税収入の確

保が不可欠でした。

前述のとおり、滞納繰越分の徴収対策については

一定の成果をあげてきましたが、さらなる徴収率の

向上を図るためには、現年課税分の年度内徴収の強

化策を構築することが急務でした。

本市では、徴収職員一人当たりの担当滞納事案件

数は、最多時で１,７００件を超え、このような状況の

下では、高額滞納事案をどうしても優先するあまり、

少額事案については画一的な文書による催告が中心

になってしまうのが実状でした。そこで、少額事案

に対する効率的で早期に納付勧奨できる手段を検討

した結果、すでに先進自治体等で実績をあげている

「自動電話催告システム」に着目しました。

平成１６年１２月、このシステムの導入に向けて、「自

動電話催告システム導入検討会」を設置し、導入自

治体の視察やシステムの調査・研究、また債権回収

会社の「コールセンター」の見学などを実施しまし

開設の経過

27自治大阪 ／ 2006 － 12

滞納繰越額調定・徴収率の推移

00自治大阪2006.12月号  06.12.7 11:43 AM  ページ 27



た。そして同年度末には、システム導入のための仕

様書の作成も済ませ、委託事務審議委員会に提出す

る直前まで作業は進みました。

しかし、まさにこの時期、国において規制改革・

民間開放推進三カ年計画が閣議決定（平成１７年３月）

され、「地方税の徴収に関する民間開放を一層推進す

ること」が盛り込まれました。これを受け総務省か

らは、公権力の行使に当たらない業務の民間委託の

例として「滞納者に対する電話による自主的納付の

呼びかけ業務」などが示されました。

そこで急遽、「自動電話催告システム導入検討会」

に代えて「現年度徴収率向上委員会」を設置し、民

間活用を視野に入れ再度検討を行うこととなりまし

た。その結果、税源移譲に伴い市税滞納者が増加す

ることなどが予測される中、少額未納者に対する初

期対応として、「電話による自主納付の呼びかけ」業

務を開始し、民間のもつノウハウを活用することが

必要でかつ効率的であるとの判断に至りました。こ

のように、職員の補助業務に「民」を活用し、徴税

吏員は納付に応じない滞納者に対して公権力の行使

である滞納整理を積極的に進め、「官」がなすべき役

割を明確にすることにより、効果的・効率的な徴収

体制が構築できると考えました。

「民間委託した業務を徴税吏員の管理下で行わせ

るなど情報の厳正な取扱いが確保されるよう十分留

意するべきである」との総務省通知にもあるように、

民間の活用に当たっては守秘義務の問題、個人情報

保護の問題等をクリアしなければなりませんでした。

そこで外部コールセンターに全面的に委託するので

はなく、平成１７年１１月に本庁税務部執務室内に「堺

市市税コールセンター」を設置し、債権回収のノウ

ハウを有する民間会社から専門のオペレーターの派

遣を受け、「自主納付の呼びかけ業務」を全国に先駆

けて実施することになりました。

◆対象税目　市・府民税（特徴、普徴）軽自動車

税・固定資産税（償却資産を含む）・

都市計画税

◆対 象 者　現年課税分のうち督促状発送後の滞

納税額１０万円未満の未納者

◆業務内容　滞納者への電話による自主納付の呼

びかけ

電話番号不明者及び常時不在者に対

する文書催告の作成及び発送

◆就業時間　原則として月曜日から金曜日の午前

９時から午後５時１５分（月曜日及び

木曜日は午後８時まで）

休日は、毎月２回実施

◆従事体制　電話オペレーター４名（うちバイザ

ー１名）

管理者（スーパーバイザー）１名

具体的には毎月中旬に抽出した架電対象者リスト

を基にオンライン端末で収納状況等を確認した上で、

「堺市の市税コールセンターの○○と申します。○○

税の○期分の納付が確認できませんが、お忘れでは

ないでしょうか」と納付の呼びかけを行い、「納付書

をお送りします。いつまでにお納めいただけるでし

ょうか。」と納付勧奨することにより、納付期限を導

き出し、納付書の再発行を行っています。

また、約束を取り付けた期限に納付の確認が取れ

ない納税者に対しても再度架電するなど期日管理を

行っています。

なお、課税内容の説明や分割納付希望等の納税交

渉を要する納税者に対しては、各区市税事務所の担

当者へ引き継いで対応しています。

平成１７年度では、１１月から出納閉鎖の５月末まで

の間で、本業務の対象となった１０万円未満の滞納者

３１,８７６人、その滞納税額８億６,２９８万３千円に対し、

延べ３６,４１０件の架電と２４,８４５件の手書き催告書の発

送を行いました。

この成果として、約２１,０００人から約５億７,５００万円

の納付がありました。このうち電話催告を実施する

までもなく自主的に納付されたと判断できるものを

導入の成果

業務の概要
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除き、直接コールセンターが関わった成果を検証し

た結果、本業務に係る費用１,２０７万５千円（平成１７年

度契約額）に対し、当初目標の２億円をはるかに上

回る、約１５,０００人から約３億３,５００万円の納付を得た

ことが判明しました。

昨年度は現年課税分のうち１０万円未満の滞納者を

対象としましたが、平成１８年度は７月より派遣オペ

レーターを２名増員の上、現年課税分の全件を対象

として、さらなる税収の確保を目指しています。ま

た次年度以降はさらに架電対象者の拡充を検討する

一方、徴税吏員の補助業務を洗い出し、民間活用の

範囲を一層拡大する等の検討を重ねたいと考えてい

ます。

このように「官」と「民」の役割を明確にし、当

該徴収業務の流れを整理したことにより、正規職員

を滞納整理業務に集中投入することが可能となりま

した。その結果、「市税コールセンター」による増収

だけに止まらず、市全体としても平成１７年度決算に

おいて、滞納繰越額は８１億円から７４億円へと約７億

円を削減することができ、徴収率についても１６年度

の９２.５％から９３.６％へと１.１ポイント向上することが

できました。

今後の課題としては、個人情報の保護があります。

個人情報の漏洩は絶対に許されるものではありませ

ん。本市では、業務開始にあたり「個人情報保護法」

及び「堺市個人情報保護条例」の趣旨に鑑み、派遣

契約書に個人情報の取扱いについて細部にわたり明

記するとともに、派遣元事業主及び派遣労働者のそ

れぞれに「個人情報保護に関する誓約書」を提出さ

せています。また、業務遂行に関し知り得た事項を

他に漏洩した時など違反した場合には、直ちに契約

を解除するとともにその事実及び経過を公表するこ

とを盛り込みました。実務面においては、職員の管

理下で業務を行わせることはもちろんのこと、派遣

労働者に対して、個人情報の漏洩防止及び守秘義務

についての研修を定期的に実施するとともに、執務

室への私物の持ち込み禁止や、入出時の物品搬出入

の日常チェックをしています。

このように個人情報の漏洩については万全の体制

で望んでいるところですが、個人情報の保護は民間

を活用するに当たっての最大の課題であることから、

今後もなお一層留意していかなければならないと考

えています。

〈問い合わせ〉

堺市理財局税務部収税課

ＴＥＬ：０７２－２２８－７４３４

おわりに：今後の課題
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